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制
度
の
目
的

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
は
、子
ど

も
・
子
育
て
支
援
施
策
に
係
る
財
源

の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
特
定
財
源

と
な
り
ま
す
。医
療
保
険
の
加
入
者

や
事
業
者
を
含
む
全
世
代
・
全
経
済

主
体
か
ら
、世
代
を
超
え
て
社
会
全

体
で
子
育
て
世
帯
を
支
え
る
た
め
、

医
療
保
険
料
と
合
わ
せ
て
所
得
な
ど

に
応
じ
て
拠
出
を
求
め
る
仕
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、国
民
健
康
保
険
を
含

む
全
て
の
医
療
保
険
者
は
、子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、新
た

に「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
分
」（
以
下「
子
ど
も
分
」）を
被

保
険
者
か
ら
納
付
し
て
も
ら
い
、

国
に
納
付
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
も
、

本
年
度
か
ら
従
来
の
医
療
分
・
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
・
介
護
分
に

加
え
て
、新
た
に
子
ど
も
分
が
保

険
税
に
加
わ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

令
和
８
年
度
保
険
税（
料
）率
が
決
定

令
和
８
年
度
保
険
税（
料
）は
７
月
に
決
定
さ
れ
、７
月
中
に
納
税
通
知
書（
保
険
料
決
定
通
知
書
）で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。金
額
の
計
算
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
内
訳

　
国
民
健
康
保
険
税
の
内
訳
は「
医

療
分
」・「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」・

「
介
護
分（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の

人
の
み
）」に
加
え
て「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
分
」が
追
加
と
な
り
４
種

類
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。世
帯
内
の

国
保
加
入
者
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
所
得

割
・
均
等
割
と
世
帯
に
係
る
平
等
割

が
課
税
さ
れ
、そ
の
合
計
が
国
民
健

康
保
険
税
と
な
り
ま
す
。令
和
８
年

度
の
税
率
は
以
下
の
表
の
と
お
り
で

す
。ま
た
、所
得
額
が
基
準
以
下
の
場

合
は
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。計
算

方
法
の
詳
細
は
送
付
さ

れ
る
納
税
通
知
書
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
拡
充
や
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
な
ど
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
の
拡
充
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

始
ま
り
ま
し
た

始
ま
り
ま
し
た

子
育
て
支
援
金

子
ど
も・

育児期間中
の国民年金
保険料免除

育児時短
就業給付

児童手当
の拡充

妊婦の
ための

支援給付

出生後
休業

支援給付

拡充される給付の例

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
内
訳

　
保
険
料
の
内
訳
は「
医
療
分
」に
加

え
て
、国
民
健
康
保
険
税
と
同
じ
く

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分
」が
追

加
と
な
り
２
種
類
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る

均
等
割
額（
応
益
分
）と
被
保
険
者
の

所
得
に
応
じ
て
決
ま
る
所
得
割
額

（
応
能
分
）の
合
計
と
な
り
、個
人
単

位（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）で
計

算
さ
れ
ま
す
。令
和
８
年
度
の
料
率

は
以
下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、保
険
料
を
決
め
る
料
率
は

県
内
で
統
一
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま

た
、所
得
額
が
基
準
以
下
の
場
合
は

軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。計
算
方
法

の
詳
細
は
送
付
さ
れ
る
保
険
料
決

定
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

群馬県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療保険料の問合先

Ｇ027-256-7171

役場税務課
国民健康保険税の問合先

Ｇ47-5013

区分 医療分 子ども・子育て支援金分
所得割 9.78％ 0.25％
均等割 54,600円 1,400円
限度額 850,000円 21,000円

New

New
区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分 子ども・子育て支援金分
所得割 7.2％ 2.8％ 1.8％ 0.3％
均等割 24,000円 9,000円 9,000円 1,300円
平等割 22,000円 6,000円 6,000円 800円
限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※1高校生世代以下の子ども・子育て支援金均等割は10割軽減（無料）です。

※1

税率以外にも
海外からの入国初
年度には前納制度
が導入され
ます。

子ども・子育て支援金制度　Q＆A
少子化が加速しているため、政
府がこども未来戦略「加速化プ
ラン」を策定し、子ども・子育て
支援の拡充を実施する財源と
して必要です。

Ｑ.なぜ制度が必要？

※国保・後期は被保険者のみが負担。

支援金の徴収の流れ

医療保険者
●被用者保険者
●市町村
●後期高齢者医療
広域連合

国（支払基金）

支援納付金

支援金

1/2
被保険者

1/2
事業主

納付 請求

納付 賦課

子どもの育ちを支えるこの制
度は全ての人にメリットがあ
るため、独身や高齢者の人など
全ての世代に加え、社会全体で
支える仕組みです。

Ｑ.みんな支払うの？

こ
ど
も
家
庭
庁
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

Ｇ
０
１
２
０-

３
０
３-

２
７
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問合先

こども家庭庁
公式note

こども家庭庁
HP

軽減
割合 軽減条件

7割 43万円+1
※
0万円×（年金・給与所得者数-1）以下

5割
43万円+｛1

※
0万円×（年金・給与所得者数-1）｝

+（31万円×世帯の被保険者数）以下

2割
43万円+｛1

※
0万円×（年金・給与所得者数-1）｝

+（57万円×世帯の被保険者数）以下

※2

所
得
が
低
い
人
へ
の
軽
減
措
置

　
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
な

ど
の
合
計
額
が
軽
減
条
件
以
下
の
世
帯
は
、均
等
割
額（
国

民
健
康
保
険
は
平
等
割
額
も
）が
減
額
に
な
り
ま
す
。

共通

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

※年金・給与所得者の数が２人以上の場合のみ計算。年金・給与所得者の数は同
一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人（給与収入のうち事業専従者給与分を除く）
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
※2後期高齢者医療保険の医療分のみ軽減割合は特別調整交付金による0.2割を
加えて7.2割です。

町HP

こども家庭庁
Q&A


